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住
民
基
本
台
帳
の

閲
覧
状
況
を
公
表
し
ま
す

　

平
成
18
年
11
月
に
住
民
基
本
台
帳

法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
個
人
情

報
の
保
護
に
十
分
留
意
し
た
法
律
が

施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
改
正
に
よ

り
、
誰
で
も
閲
覧
を
請
求
で
き
る
と

い
う
こ
れ
ま
で
の
閲
覧
制
度
は
廃
止

さ
れ
、
市
町
村
に
は
閲
覧
状
況
を
公

表
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し

た
。

【
台
帳
の
閲
覧
状
況
】

◆
期
間

　
　平
成
24
年
11
月
～

　
　
　
　
　
　

平
成
25
年
11
月
ま
で

給
与
支
払
報
告
書
の

提
出
に
つ
い
て

　

給
与
支
払
報
告
書
は
、
地
方
税
法

に
よ
り
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
提
出
義
務
違
反
に
つ
い
て
は

罰
則
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

法
人
お
よ
び
個
人
事
業
主
の
方

は
、
平
成
25
年
中
に
支
払
っ
た
給
与

等
に
つ
い
て
、
平
成
26
年
1
月
31
日

ま
で
に
、「
給
与
支
払
報
告
書
」
を

役
場
税
政
係
に
忘
れ
ず
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
提
出
の
際
、
次
の
点
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①
平
成
26
年
1
月
1
日
現
在
、
新
島

村
に
住
ん
で
い
る
受
給
者
の
分
の
み

②
支
払
額
の
多
少
や
常
勤
・
非
常
勤

の
別
に
か
か
わ
ら
ず
全
受
給
者
分

③
平
成
25
年
中
の
退
職
者
に
つ
い
て

も
提
出

　

ま
た
、
給
与
等
の
支
払
者
は
、
全

て
の
受
給
者
に
対
し
同
じ
く
平
成
26

年
1
月
31
日
ま
で
に
、「
給
与
所
得

の
源
泉
徴
収
票
」
を
交
付
す
る
義
務

が
あ
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

企
画
財
政
課　

税
政
係

　
　

☎
⑸-

０
２
４
１
（
直
通
）

償
却
資
産
（
固
定
資
産
税
）

の
申
告
に
つ
い
て

　

平
成
26
年
1
月
1
日
現
在
、
新
島

村
内
に
お
い
て
事
業
を
営
ん
で
い
る

法
人
・
個
人
の
方
は
、
村
内
に
お
い

て
所
有
し
て
い
る
機
械
・
備
品
等
の

事
業
用
資
産
に
つ
い
て
所
有
状
況
の

申
告
が
必
要
で
す
。

　

期
限
ま
で
に
役
場
ま
で
申
告
を
お

願
い
致
し
ま
す
。

【
提
出
期
限
】

▼
法
人
事
業
主
の
方

　

平
成
26
年
1
月
31
日
（
金
）

▼
個
人
事
業
主
の
方

　

平
成
26
年
2
月
28
日
（
金
）

※
前
年
度
申
告
し
て
い
た
だ
い
た
方

に
つ
い
て
は
、
今
年
度
分
の
申
告
書

類
を
役
場
か
ら
お
送
り
し
ま
す
。
個

人
事
業
主
の
方
に
つ
い
て
は
、
１
月

の
下
旬
頃
に
発
送
し
ま
す
の
で
、
届

き
次
第
申
告
書
の
提
出
を
お
願
い
致

し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

企
画
財
政
課
税
政
係　
　

　
　
　

☎
⑸-
０
２
４
１
（
直
通
）

記
帳
・
帳
簿
等
の

保
存
制
度
対
象
者
の
拡
大

　

平
成
26
年
1
月
か
ら
記
帳
・
帳
簿

等
の
保
存
制
度
の
対
象
者
が
拡
大
さ

れ
ま
す
。

に
せ
税
理
士
（
法
人
）
に

ご
注
意
！

　

確
定
申
告
は
お
早
め
に
。

無
資
格
者
が
税
務
相
談
、
税
務
書
類

の
作
成
、税
務
代
理
を
す
る
こ
と
は
、

法
律
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で

は
な
く
、
専
門
的
知
識
が
欠
け
て
い

る
等
の
た
め
依
頼
者
（
納
税
者
）
が

不
測
の
損
害
を
被
る
お
そ
れ
も
あ
り

ま
す
。

水
道
メ
ー
タ
の

定
期
交
換
に
つ
い
て

　

各
家
庭
・
企
業
な
ど
に
設
置
さ
れ

て
い
る
「
水
道
メ
ー
タ
ー
」
は
計
量

法
に
よ
り
有
効
期
限
が
8
年
と
定
め

ら
れ
交
換
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
た
め
、
有
効
期
限
が
過
ぎ
る

前
に
水
道
メ
ー
タ
ー
の
交
換
を
行
っ

て
い
ま
す
。
今
年
度
の
交
換
作
業
は

１
～
３
月
に
行
う
予
定
で
、
村
が

委
託
し
た
水
道
指
定
工
事
店
が
行
い

ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

建
設
課
上
下
水
道
係

　

☎
⑸-

０
２
１
２
（
直
通
）

看
護
職
の

無
料
職
業
紹
介
事
業

　

医
療
施
設
な
ど
の
看
護
職
募
集
の

お
手
伝
い
、
離
職
し
て
い
る
看
護
職

の
再
就
職
の
相
談
・
あ
っ
せ
ん
（
無

料
）、
進
路
相
談
や
看
護
に
関
す
る

情
報
提
供
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

地
域
の
病
院
等
に
お
い
て
、
復
職
支

援
研
修
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

・
ナ
ー
ス
バ
ン
ク
東
京

　

☎
０
３-

３
３
５
９-

３
３
８
８

・
ナ
ー
ス
バ
ン
ク
立
川

　

☎
０
４
２-

５
２
９-

７
０
７
７

・
研
修
係

　

☎
０
３-

３
３
５
９-

３
３
５
５

・
確
保
対
策
係

　

☎
０
３-

５
２
２
９-

１
５
２
５

◆
閲
覧
件
数

　
　
　
　
　０
件

【
問
い
合
わ
せ
】

　

民
生
課　

住
民
年
金
係

　
　

☎
⑸-

０
２
４
３
（
直
通
）

　

個
人
の
白
色
申
告
者
の
内
、
前
々

年
又
は
前
年
分
の
事
業
所
得
、
不

動
産
所
得
又
は
山
林
所
得
の
合
計
額

が
300
万
円
を
超
え
る
方
に
必
要
と
さ

れ
て
い
た
記
帳
と
帳
簿
書
類
の
保
存

が
、
平
成
26
年
1
月
か
ら
は
、
こ
れ

ら
の
所
得
を
生
ず
べ
き
業
務
を
行
う

全
て
の
方
（
所
得
税
の
申
告
の
必
要

が
な
い
方
を
含
み
ま
す
）
に
つ
い
て

必
要
と
な
り
ま
す
。

　

記
帳
・
帳
簿
等
の
保
存
制
度
や
記

帳
の
内
容
の
詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
詳
し
い

内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
最
寄
の
税
務

署
へ
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
詳
細
】
国
税
庁

URL:http://w
w

w
.nta.go.jp

【
詳
細
】
芝
税
務
署

☎
０
３-

３
４
５
５-

０
５
５
１

　

に
せ
税
理
士
及
び
税
理
士
法
人
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
税
理
士
は
、
税

理
士
証
票
を
携
帯
し
、
税
理
士
バ
ッ

チ
を
着
用
し
て
い
ま
す
。

【
詳
細
】

URL:http://w
w

w
.tokyozeirishikai.or.jp


